
 
―

―

税

金

の

使

い

道

に

目

を

光

ら

せ

よ

う

！

 
「

市

民

は

主

権

者

と

し

て

、

言

う

べ

き

こ

と

を

発

言

し

よ

う

！

」

 

―

―

市

や

国

の

不

正

や

誤

り

を

正

す

た

め

に

―

―

 

 

◆

防

衛

施

設

庁

の

背

任

汚

職

、

政

治

家

の

不

正

、

金

融

界

や

企

業

の

腐

敗

な

ど

な

ど

、

本

当

に

目

に

余

り

ま

す

。

私

た

ち

国

民

は

、

主

権

者

と

し

て

、

し

っ

か

り

と

お

灸

を

す

え

て

や

り

ま

し

ょ

う

。

こ

ん

な

連

中

に

、

ま

か

せ

て

お

け

ま

せ

ん

。

 

 

◆

今

年

四

月

か

ら

、

浜

松

市

で

情

報

公

開

制

度

が

始

ま

り

、

約

八

ケ

月

。

こ

れ

ま

で

に

こ

の

制

度

を

利

用

し

て

、
市

行

政

の

問

題

点

を

直

そ

う

と

し

た

人

が

、
僅

か

に

三

〇

人

。
し

か

し

、

 

次

の

よ

う

に

、

成

果

は

意

外

に

大

き

い

の

で

す

。

 

 

◆

文

化

振

興

部

の

元

部

長

や

、

音

楽

振

興

課

の

課

長

ら

の

、

出

張

旅

費

ご

ま

か

し

も

、

情

報

公

開

制

度

で

明

る

み

に

出

さ

れ

、

遂

に

引

責

辞

職

。

 

・

市

長

が

、

個

人

で

出

す

べ

き

、

出

身

大

学

の

同

窓

会

費

を

、

市

長

交

際

費

か

ら

支

出

し

て

い

た

こ

と

も

、

市

民

の

抗

議

で

市

に

返

還

。

 

・
「

広

告

」

で

埋

め

尽

く

さ

れ

た

「

防

犯

新

聞

」

と

い

う

訳

の

分

か

ら

な

い

新

聞

に

ま

で

、

こ

 

れ

ま

た

市

長

の

交

際

費

か

ら

何

万

円

も

支

出

さ

れ

て

お

り

、

こ

れ

も

同

様

の

抗

議

で

、

今

年

 

か

ら

支

出

中

止

。

 

 

◆

新

聞

等

で

ご

存

じ

の

よ

う

に

、

三

島

大

社

境

内

の

「

伊

豆

魂

神

社

」

の

例

祭

へ

、

三

島

市

長

 

 

・

市

議

会

議

長

が

公

人

と

し

て

出

席

し

、

公

費

（

税

金

）

か

ら

玉

串

料

を

支

出

し

て

い

た

明

白

な

憲

法

違

反

も

、

一

主

婦

の

勇

気

あ

る

情

報

公

開

請

求

に

よ

っ

て

明

る

み

に

出

た

の

で

す

。「

愛

媛

玉

串

料

最

高

裁

違

憲

判

決

」
を

実

行

さ

せ

る

の

も

、
私

た

ち

主

権

者

市

民

の

責

任

で

 

は

な

い

で

し

ょ

う

か

？

 

 

◆

浜

松

市

が

、
「

軍

事

都

市

」
に

な

る

こ

と

に

反

対

の

人

は

、
黙

っ

て

い

な

い

で
「

私

は

反

対

 

で

す

」

と

、

は

っ

き

り

発

言

し

ま

し

ょ

う

。

主

権

者

が

黙

っ

て

い

る

と

、

浜

松

基

地

は

拡

大

 

強

化

す

る

ば

か

り

で

す

。

十

五

日

の

「

エ

ア

・

フ

ェ

ス

タ

浜

松

９

８

」

に

も

反

対

し

ま

し

ょ
 

う

。

電

話

で

も

、

ハ

ガ

キ

で

も

、

主

権

者

と

し

て

堂

々

と

名

前

を

書

い

て

（

言

っ

て

）

要

求

 

し

ま

し

ょ

う

。

そ

れ

が

民

主

主

義

で

す

。

 

  

一

九

九

八

年

十

一

月

八

日

（

日

）

第

三

八

一

回

・

憲

法

を

守

る

平

和

行

進

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

 

浜

松

市

紺

屋

町

三

〇

一

～

十

五

 

  
 

 
 

 
 

抗

議

文

と

要

請

書

 

  
 

貴

氏

は

、
過

ぐ

る

日

、
市

当

局

責

任

者

と

し

て

、
市

議

会

と

共

に

、
「

愛

媛

玉

串

料

訴

訟

の

最

高

裁

判

決

（

公

費

か

ら

の

玉

串

料

支

出

は

違

憲

）
」

を

尊

重

し

て

、
「

伊

豆

魂

神

社

」

の

例

大

祭

に

支

出

し

て

い

た

玉

串

料

の

支

出

を

中

止

す

る

方

針

を

、

決

定

さ

れ

ま

し

た

。

 

  

し

か

る

に

、

朝

日

新

聞

報

道

（

十

月

二

八

日

付

）

に

よ

れ

ば

、
「

支

出

し

な

い

」

と

決

め

て

い

た

玉

串

料

を

、
「

遺

族

会

へ

の

祝

儀

に

す

ぎ

な

い

」
と

し

て

、
支

出

の

再

検

討

の

意

向

を

示



し

、

さ

ら

に

例

大

祭

へ

の

欠

席

も

一

転

し

て

、
「

静

霊

奉

賛

会

支

部

長

の

立

場

で

出

席

す

る

」

と

表

明

さ

れ

た

と

の

こ

と

で

す

が

、

こ

の

過

ち

の

大

き

さ

を

ど

こ

ま

で

分

か

っ

て

お

ら

れ

る

の

で

し

ょ

う

か

。

 

  

も

し

貴

氏

が

、
「

愛

媛

玉

串

料

訴

訟

の

最

高

裁

違

憲

判

決

」
の

重

み

を

も

理

解

せ

ず

、
憲

法

を

遵

守

す

べ

き

公

務

員

で

あ

り

な

が

ら

、

憲

法

第

二

〇

条

（

信

教

の

自

由

）

も

、

同

第

八

九

条

（

公

金

支

出

禁

止

）

も

無

視

し

、

市

や

市

議

会

の

意

向

に

反

し

て

ま

で

、

例

大

祭

に

公

金

を

支

出

し

、

自

ら

も

出

席

し

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

、

法

治

国

家

を

無

視

す

る

常

軌

を

逸

し

た

傍

若

無

人

な

市

長

と

言

わ

れ

て

も

仕

方

は

な

い

で

し

ょ

う

。

 

  

私

た

ち

は

、
ま

さ

か

、
市

や

市

議

会

が

、
こ

れ

に

追

随

す

る

こ

と

は

な

い

と

思

い

ま

す

が

、

も

し

、

そ

う

な

っ

た

場

合

に

は

、

三

島

市

は

、

市

長

独

裁

の

、

無

法

・

無

秩

序

な

市

政

と

し

て

、

天

下

に

そ

の

名

を

轟

か

せ

る

ば

か

り

で

な

く

、

最

高

裁

判

決

以

後

の

、

最

初

の

確

信

犯

的

違

憲

行

為

と

し

て

、

全

国

的

問

題

と

な

る

こ

と

は

必

至

で

あ

る

と

考

え

ま

す

。

 

  

私

た

ち

は

、
貴

氏

が

、
こ

の

件

に

関

し

て

の

暴

走

を

止

め

、
並

び

に

市

当

局

と

市

議

会

が

、

後

世

に

恥

じ

る

事

な

き

、

憲

法

に

立

つ

良

識

あ

る

態

度

を

貫

徹

さ

れ

る

こ

と

を

要

請

致

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 

一

九

九

八

年

十

月

二

八

日

（

水

）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・

浜

 

松

 

市

 

憲

 

法

 

を

 

守

 

る

 

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小

林

 
 

眞

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・

静

岡

県

西

部

地

区

平

和

遺

族

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本

村

 

春

海

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・

浜

松

市

政

教

分

離

原

則

と

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

民

主

化

を

推

進

す

る

会

 
 

 
 

 
 

溝

口
 

 

正

 

  
 

三

島

市

長

 

 
 

 
 

 

石

井

 

茂

 

殿

 


